
  
 
 
 

令和７年度ＰＴＡ総会 

 
 
 

総会開催日：令和７年４月 1８日（金） 

 

開催方法 ：堺市立はるみ小学校テトル配信・ホームページ 

 

次   第： ［ＰＴＡ総会］ 

 

 

議案 １ 令和６年度事業報告 

 

議案 ２ 令和６年度会計決算報告 

 

議案 ３ 令和７年度ＰＴＡ役員選出 

 

議案 ４ 令和７年度事業計画案審議 

 

          議案 ５ 令和７年度予算案審議 

 

          議案 6  PTA 規約 

 

           



堺市立はるみ小学校PTA

月 月

　　４月 PTA総会 　　11月 実行委員会
登校見守り活動（毎月）

　　５月 実行委員会 　　１２月 実行委員会
PTA花壇整備 クリスマスフェスティバル参加
南区ＰＴＡ協議会 星空観察会　開催
はなみずき発行 PTA花壇整備
体育参観準備協力 人権研修会 参加

　　６月 実行委員会 　　 １月 実行委員会
堺市PTA協議会 校区 マラソン大会 参加
人権研修会 参加 野球体験会　開催
かけっこ教室　開催 むかし遊び

　　７月 実行委員会 　　 ２月 実行委員会
帝塚山学院大学女子サッカー部主催 学校保健委員会
サッカー教室 指名委員会発足

学校徴収金検討委員会

夏休み 夏休み学校清掃の日

　　９月 実行委員会 　　 ３月 実行委員会
PTA花壇整備 PTA花壇整備
人権研修会 参加 ワックスかけ
自治会 晴美まつり 参加 第2１回卒業式
校区ソフトボール大会参加 離任式

　 １０月 実行委員会 　　 ４月 赴任式
スポーツフェスタ 第22回入学式
芸術鑑賞会 PTA総会

※PTA主催の研修会を開催予定です。詳細が決まり次第お知らせいたします。

令和7年度　PTA事業計画（案）

事業内容 事業内容









































堺市立はるみ小学校 Ｐ Ｔ Ａ 規 約 
 
 

 
第 １ 章   名 称 及 び 所 在 地 

 
第１条   この会は堺市立はるみ小学校ＰＴＡという。 
第２条   この会の所在地は堺市立はるみ小学校（堺市晴美台3丁3番1号）内におく。 
 

第 ２ 章   目  的 
 
第３条   この会は保護者と教職員とが協力して学校と家庭および地域社会における 

      児童の心身ともに健やかな育成を図ることを目的とする。 

 
第 ３ 章   方 針 及 び 活 動 

 
第４条   この会は前条の目的を達成するため，次の方針によって活動する。 
     １ 会員の教養を高め，かつ親睦をはかり，会員相互の理解を深める。 
     ２ 学校と家庭の緊密な連携によって，児童の校外における健全な生活を支 

       援する。 
     ３ 学校・家庭・地域社会における児童の教育環境の整備と充実に努める。 
     ４ 児童の教育ならびに福祉のために活動する他の団体や機関と協力する。 
     ５ 特定の政党や宗教を支持したり，反対する行為，または政治的活動はで 

       きない。 
 

第 ４ 章   会  員 
 
第５条   この会の会員は次の通りとする。 
     １ この学校に在籍する児童の両親，またはその保護者 
     ２ この学校に勤務する教職員 
第６条   この会の会員は，会費を納め，会の維持に努める。 
第７条   この会の会員は，すべて平等の権利と義務を有する。 
 

第 ５ 章   経  理 
 
第８条   この会の経理は，会費等をもってこれにあたる。 
第９条   この会の会費は，在籍世帯につき３００円とする。 



第１０条   この会の経理は，総会において議決された予算に基づいて行われる。 
第１１条   この会の決算は，会計監査を経て総会に報告され承認を得なければならな 

      い。 
第１２条   この会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。 

 
第 ６ 章   役  員 

 
第１３条   この会には，次の役員をおく。 
     １ 会 長   １名 
       副会長   ２名（状況により３名も可能とする） 
       書 記   ３名（内１名は教員） 

       会 計   ３名（内１名は教員） 

     ２ 役員は，他の役員及び会計監査委員を兼ねることはできない。 
     ３ 役員の任期は最長2年とする。 

第１４条   役員の任務は次の通りとする。 
     １ 会長はこの会を代表し，会務を統括し，総会及び実行委員会を招集し， 

       議長をつとめる。 
     ２ 副会長は会長を補佐し，会長不在のときはその職務を代行する。 
     ３ 書記はこの会の庶務を司り，総会，実行委員会の議事ならびにこの会の 

       活動に関する重要事項を記録し，保存するとともに各種会合を通知する。 
     ４ 会計は，会の経費の収支を司り，総会において報告する。 

第１５条   役員，会計監査の選出は次の方法で行う。 
     １ 役員，会計監査の選出を行うときは，指名委員会を設置する。 

     ２ 指名委員会は，実行委員をもって構成する。 
     ３ 指名委員会は，次の各候補を３月中に選考を完了し，総会の１週間前に 

       告示するものとする。 
      ① 役 員 
      ② 会計監査委員 
     ４ 指名委員会は推薦した候補者の承諾を得て総会で承認を得る。 
     ５ 役員候補の追加は，総会の３日前までに指名委員会へ届け，承認を得て 

       立候補することができる。このときは，総会において多数決で選出する。 
     ６ 候補者になるためには，次の資格をもつものとする。 
      ① この会の会員で，両親または保護者及び教職員であること。 
      ② 個人または個人の属する団体のため，この会を利用することなく，こ 

        の会の目的，方針にしたがって運営するものであること。 

      ③ 公選による公職者，及びその候補者でないこと。 
     ７ 役員に欠員が生じたときは，実行委員会において後任者を決めることが 



       できる。 
 

第 ７ 章   総  会 
 
第１６条   総会はこの会の最高議決機関で，定期総会と臨時総会とし，会長が招集す 

      る。 
 
第１７条   定期総会は年１回で，年度はじめに開催する。議案は，１週間前に会員に 

      通知するものとする。 

 
第１８条   総会では次のことを行う。 
     １ 役員，会計監査の選出 
     ２ 決算の承認 
     ３ 事業計画ならびに予算の審議 
     ４ その他の重要事項 
 
第１９条   総会の定数は全会員の５分の１以上をもって成立し，決議は出席者の過半 

      数で決める。 

      総会における委任状は出席者の数に加える。 
 
第２０条   臨時総会は，実行委員会が必要と認めたとき，また全会員の３分の１以上 

      の同意をもって要求のあったとき開くことができる。 

 
第 ８ 章  実 行 委 員 会 

 
第２１条   実行委員会は，役員，および校長，教頭，教務等で構成し， 

会長が招集する。 

 
第２２条   実行委員会は，次の事項を審議し，また執行する。 
     １ 総会の決議により，委託された事項 
     ２ 役員会から提出された事項 
     ３ 各委員から提出された事項 
     ４ 学校から提出する事項について，参考意見の具申 
     ５ その他この会の目的を達成するための必要事項 
 
第２３条   実行委員会は，委員の２分の１以上の出席をもって成立し，決議は出席者 

      の過半数による。また月１回原則として開催する。 

 



第 9 章   細  則 
 
第２4条   この会の運営に必要な細則は，この規約に違反しない限りにおいて，実行 

      委員会の議決を経て定められる。 

      新たに定められた細則は，制定後７日以内に全員に文書で告知されるもの 

      とし，発効日より適用されるものとする。 

      実行委員会は，細則を制定または改廃した場合は，次期総会に報告しなけ

      ればならない。 

以 上 
 

第 １0 章   改  正 
 
第２5条   この規約は，総会において，出席者の３分の２以上の賛成がなければ改正 

      することができない。 

 
付 則   この会の設立年月日は平成17年4月1日とする。 

      この規約は、平成18年4月22日より施行します。 

       

      平成20年4月26日 改正 

      平成21年4月25日 改訂 

      平成25年4月20日 改訂 

      令和 3年4月24日 改訂 

      令和 5年4月21日 改訂 

      令和 5年12月11日 改訂 

 

 


